
医行為（いこうい）は「医師の医学的判断および技術をもってするのでなけれ

ば人体に危害を及ぼし、または危害を及ぼすおそれのある行為」とするのが通

例である。同じ内容に思われるが「医師が行うのでなければ保健衛生上危害の

生じるおそれのある行為」という表現もある。 


